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告示 
○ 平成 28 年度税制改正に伴う自動車二税サブシステム改修業務委託に関する契約の相手

方等の公示（税務課） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（熊谷建築安全センター） 

○ 建築基準法第 42条第１項第４号に基づく道路の指定（熊谷建築安全センター） 

○ 建築基準法第 42条第１項第５号に基づく道路の位置の指定（熊谷建築安全センター） 

○ 建築基準法第 42 条第１項第５号に基づく道路の位置の指定の取消し（越谷建築安全セ

ンター） 

○ 参議院埼玉県選出議員選挙における選挙会の日時及び場所（選挙管理委員会） 

○ 参議院比例代表選出議員選挙における選挙分会の日時及び場所（選挙管理委員会） 

○ 埼玉県議会議員補欠選挙（西第６区 富士見市）における選挙会の日時及び場所（選挙

管理委員会） 

○ 参議院埼玉県選出議員選挙における選挙会の参観人員の制限（選挙管理委員会） 

○ 参議院比例代表選出議員選挙における選挙分会の参観人員の制限（選挙管理委員会） 

○ 参議院比例代表選出議員選挙における選挙立会人のくじの日時及び場所（選挙管理委員

会） 

○ 埼玉県議会議員補欠選挙（西第６区 富士見市）における選挙会の参観人員の制限（選

挙管理委員会） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
九
十
一
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



１ 購入等件名及び数量 

  平成 28 年度税制改正に伴う自動車二税サブシステム改修業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県総務部税務課税務システム担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15

番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成 28 年５月 16 日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７番１号 

５ 契約金額 

  119,847,600 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11条第１

項第２号に該当 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
五
十
五
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
月
十
三
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
七
〇
〇
五
九
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日 

 
 

川
建
セ
第
二
八
〇
〇
一
六
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
大
蔵
字
大
東
三
十
九
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
月
の
輪
五
丁
目
八
番
地
三
バ
ン
ブ
ー
・
ジ
ェ
ン
シ
ア
ン
二
〇
二
号
室 

 
 

金
井 

直
幸 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
五
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

恩 

田 

雅 

明 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
一
日 

 
 

熊
建
セ
第
〇
八
二
二
〇
〇
〇
六
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

熊
建
セ
第
百
十
二
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
西
ノ
入
字
髙
根
沢
大
谷
三
千
七
十
番
一
、
三
千
七
十
番
二
、
三

千
七
十
番
三
、
三
千
七
十
番
四
、
三
千
七
十
番
五
、
三
千
七
十
番
六
、
三
千
七
十
番
七
、
字
髙

根
沢
萩
畝
三
千
五
十
番
十
六
、
三
千
五
十
番
二
十
、
三
千
五
十
番
二
十
一
、
字
大
橋
三
千
九
十

九
番
一
、
三
千
九
十
九
番
七
、
三
千
九
十
九
番
八
、
三
千
九
十
九
番
九 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県 

埼
玉
県
知
事 

上
田 

清
司 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
六
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日 埼

玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

恩 

田 

雅 

明 



 

第
一
号 

指

定

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
二
十
八
年
六

月
二
十
四
日 

指

定

の

年

月

日 

加
須
市
下
高
柳
字
上
小
宮
千
六
百
三
十
二
番
三
地
先
か

ら
加
須
市
下
高
柳
字
上
小
宮
千
六
百
五
十
三
番
一
地
先

ま
で 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

百
五
・
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

十
五
・
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
七
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日 埼

玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

恩 

田 

雅 

明 



 

第
三
号 

指

定

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 
道

路

の

種

類 

平
成
二
十
八
年
六

月
二
十
九
日 

 
指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里
町
大
字
沼
上
字
北
川
原
四
百
二
番

二 指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

二
十
九
・
九
九 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

五
・
〇
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
八
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
昭
和
四
十
七
年
三
月
十
六
日
第
百
六
十
九
号
で
位
置
の
指
定
を
し
た
道
路
を
次
の
と
お
り
取

り
消
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日 埼

玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

渡 

辺 

賢 

司



 

第
一
号 

取

消

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指
定
の
取
消
し
に

係
る
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
八
年
六
月

二
十
四
日 

指
定
の
取
消
し
の 

年

月

日 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
本
田
二
丁
目
十
五
番
三
、十
五
番
六 

指

定

の

取

消

し

に

係

る

道

路

の

位

置 

二
十
八
・
一
○ 

 
 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

四
・
〇
〇 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
五
十
七
号 

 
平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
埼
玉
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
日
時
及

び
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

一 

日
時 

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日 

午
後
一
時
三
十
分 

二 
 

場
所 

 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室
Ｂ 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
五
十
八
号 

 
平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
分
会
の
日

時
及
び
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

一 

日
時 

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日 

午
後
一
時
三
十
分 

二 
 

場
所 

 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室
Ｂ 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
五
十
九
号 

 
平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
西
第
六
区 

富
士
見
市
）
に

お
け
る
選
挙
会
の
日
時
及
び
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

日
時 

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日 

午
後
九
時 

二 

場
所 

富
士
見
市
立
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
体
育
館 

 



告

示 

埼
玉
県
参
埼
選
告
示
第
二
号 

 
平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
埼
玉
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
参
観
人

員
を
十
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日 参

議
院
埼
玉
県
選
出
議
員
選
挙
選
挙
長 

 

細 

田 

德 

治 

  
 



告

示 

埼
玉
県
参
比
選
告
示
第
一
号 

 
平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
埼
玉
県
選
挙
分

会
の
参
観
人
員
を
十
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
選
挙
分
会
長 

伊 

藤 
 

 

茂 
 

 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
参
比
選
告
示
第
二
号 

 
平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
埼
玉
県
選
挙
分

会
の
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
に
つ
き
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
べ
き
く
じ
の
日
時
及
び
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日 

 
 

 
 

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
選
挙
分
会
長 

伊 

藤 
 

 

茂 
 

 
 

一 

日 

時 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
八
日 

午
前
十
時
三
十
分 

二 

場 

所 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
室 

 
 

 



告

示 

埼
議
選
西
第
六
区
告
示
第
二
号 

 
平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
西
第
六
区 

富
士
見
市
）
に

お
け
る
選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
十
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
五
日 

 
 

 

埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
西
第
六
区 

富
士
見
市
選
挙
長 

 

黒 

田 

柳 

次 

 


	Kenpo2812
	t2812_20160705-001i3792comp
	t2812_20160705-002i3795comp
	t2812_20160705-003i3793comp
	t2812_20160705-004i3790comp
	t2812_20160705-005i3791comp
	t2812_20160705-006i3756comp
	t2812_20160705-007i3796comp
	t2812_20160705-008i3797comp
	t2812_20160705-009i3798comp
	t2812_20160705-010i3799comp
	t2812_20160705-011i3800comp
	t2812_20160705-012i3801comp
	t2812_20160705-013i3802comp

